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(57)【要約】
【課題】像担持体上の潜像を現像する現像装置において
、現像剤の劣化を抑制し、画像カブリがなく、長期にわ
たり良好な画像形成を行える現像装置および画像形成装
置を提供することを目的とする。
【解決手段】現像剤担持体に近接配置され、現像剤担持
体の表面に担持する現像剤の層厚を規制する規制部材が
、非磁性部材と、非磁性部材に対して現像剤担持体上の
現像剤搬送方向上流側及び下流側に配設された２つの磁
性部材とからなり、現像剤担持体と最も近接する部分が
、非磁性部材となる。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
内部にマグネットを有し、表面に現像剤を担持する現像剤担持体と、
前記現像剤担持体に近接配置され、該現像剤担持体の表面に担持する現像剤の層厚を規制
する規制部材とを備え、
前記規制部材は、非磁性部材と、
前記非磁性部材に対して前記現像剤担持体上の現像剤搬送方向上流側及び下流側に配設さ
れた２つの磁性部材とを有し、
前記現像剤担持体と最も近接する部分が、前記非磁性部材であることを特徴とする現像装
置。
【請求項２】
前記非磁性部材が前記現像剤担持体の表面に対向する先端部は、前記現像剤担持体の現像
剤搬送方向下流に向かって前記現像剤担持体の表面に近づく面を有することを特徴とする
請求項１に記載の現像装置。
【請求項３】
前記先端部は、先端角度が鈍角となる２つの面からなることを特徴とする請求項２に記載
の現像装置。
【請求項４】
前記先端部は、凸状の曲面からなることを特徴とする請求項２に記載の現像装置。
【請求項５】
前記非磁性部材の上流側に配設された磁性部材の前記現像剤担持体に対向する面は、前記
現像剤担持体の現像剤搬送方向下流に向かって前記現像剤担持体の表面に接近する面を有
することを特徴とする請求項１乃至４の何れか１項に記載の現像装置。
【請求項６】
像担持体と、該像担持体上に静電潜像を形成する静電潜像形成手段と、前記像担持体上の
静電潜像を現像するための請求項１乃至５の何れか１項に記載の現像装置と、を有するこ
とを特徴とする画像形成装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、像担持体上の潜像を現像する現像装置及び画像形成装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、電子写真方式を用いた画像形成装置において、磁性分を含む現像剤を用いた
現像装置により静電潜像を形成した像担持体表面を現像する方式が知られている。
【０００３】
　このような現像装置としては、磁性トナーを用いた磁性１成分現像方式や非磁性のトナ
ーと磁性のキャリアを用いた２成分現像方式があり、ともに内部に複数のマグネットを有
する現像剤担持体を備えている。
【０００４】
　現像剤担持体は、内蔵するマグネットによりその表面に現像剤を担持搬送するとともに
規制部材により一定の層厚になるように規制している。規制部材は、一般に現像剤担持体
表面との間に一定の隙間を作って配置され、その隙間を調整することにより、必要な現像
剤量の層厚を現像剤担持体上に形成するように現像剤量の規制をしている。
【０００５】
　ところでこのような現像装置を長期に使用すると現像剤が劣化するという問題がある。
【０００６】
　現像剤劣化は、具体的には現像剤表面の変質である。例えば、２成分現像装置において
は、キャリアの劣化ある。キャリア劣化の一つに、長く使用するうちにトナーに外添処理
された微粒子やトナー微粒子が現像装置内に蓄積し、キャリア表面に付着する現象がある
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。このようなキャリア表面への異物付着によりトナーとキャリアの接触が阻害されトナー
の荷電量を低下させる。またキャリアは一般的にフェライトあるいはマグネタイト等のコ
ア材に樹脂コートされたものが使用されている。これらコート材はキャリアの抵抗調整や
トナーを荷電し易くする為に処理されもので、このコート層の摩耗もキャリア劣化として
、トナーの荷電量低下を来たす。現像剤劣化はキャリアの劣化だけではなく、トナーもま
た劣化する。トナー表面には、流動性の向上や荷電性の調整を目的に外添処理がなされる
が、使用するにつれ、離脱したり、トナー母材表面に埋没したりして、トナーの荷電量が
低下する。このような現像剤の劣化の主要因が現像剤担持体上に設けられた規制部材によ
るもので、規制部分の現像剤に圧縮や擦れなどのストレスが加わるためであることが分か
っている。
【０００７】
　この規制部のストレスを低減することにより、現像剤劣化を抑制し、長期に安定したト
ナー帯電量が得られる現像装置が望まれている。
【０００８】
　特許文献１においては、規制部に磁性部材を用い、現像剤担持体と対向する磁性部材の
先端面が、現像スリーブの回転方向下流側に向かって現像スリーブ表面に近づくようにす
ることで、該先端面と現像スリーブとの間に形成される磁気ブラシの領域を広くすること
ができ、現像剤に対するストレスを低減できる方法として提案されている。
【特許文献１】特開平１１－１６１００７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　しかしながら、特許文献１の方法においても、十分に耐久性のある現像装置が得られず
、長期に使用することにより、現像剤劣化によって生じた帯電不良トナーによる画像カブ
リが発生した。
【００１０】
　本発明は、像担持体上の潜像を現像する現像装置において、現像剤の劣化を抑制し、画
像カブリがなく、長期にわたり良好な画像形成を行える現像装置および画像形成装置を提
供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　上記の課題を解決するために、本発明は以下の特徴を有するものである。
【００１２】
　１．
内部にマグネットを有し、表面に現像剤を担持する現像剤担持体と、
前記現像剤担持体に近接配置され、該現像剤担持体の表面に担持する現像剤の層厚を規制
する規制部材とを備え、
前記規制部材は、非磁性部材と、
前記非磁性部材に対して前記現像剤担持体上の現像剤搬送方向上流側及び下流側に配設さ
れた２つの磁性部材とを有し、
前記現像剤担持体と最も近接する部分が、前記非磁性部材であることを特徴とする現像装
置。
【００１３】
　２．
前記非磁性部材が前記現像剤担持体の表面に対向する先端部は、前記現像剤担持体の現像
剤搬送方向下流に向かって前記現像剤担持体の表面に近づく面を有することを特徴とする
１に記載の現像装置。
【００１４】
　３．
前記先端部は、先端角度が鈍角となる２つの面からなることを特徴とする２に記載の現像
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装置。
【００１５】
　４．
前記先端部は、凸状の曲面からなることを特徴とする２に記載の現像装置。
【００１６】
　５．
前記非磁性部材の上流側に配設された磁性部材の前記現像剤担持体に対向する面は、前記
現像剤担持体の現像剤搬送方向下流に向かって前記現像剤担持体の表面に接近する面を有
することを特徴とする１乃至４の何れか１項に記載の現像装置。
【００１７】
　６．
像担持体と、該像担持体上に静電潜像を形成する静電潜像形成手段と、前記像担持体上の
静電潜像を現像するための１乃至５の何れか１項に記載の現像装置と、を有することを特
徴とする画像形成装置。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明によれば、現像剤担持体に近接配置され、現像剤担持体の表面に担持する現像剤
の層厚を規制する規制部材が、非磁性部材と、非磁性部材に対して現像剤担持体上の現像
剤搬送方向上流側及び下流側に配設された２つの磁性部材とを有し、現像剤担持体と最も
近接する部分が、非磁性部材となるようにした。このようにすることで、現像剤担持体上
の現像剤を規制部材で規制する時の現像剤に対するストレスを低減することができ、現像
剤の劣化を抑制し、画像かぶりのない、長期に渡って安定したトナーの帯電量を実現でき
る。よって、良好な画像形成を行える長寿命な現像装置および画像形成装置を提供するこ
とができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１９】
　図１に本発明の画像形成装置に係る一実施形態を示す。この画像形成装置は、電子写真
方式により像担持体１に形成されたトナー像を用紙等の転写媒体Ｐに転写して画像形成を
行うプリンタである。この画像形成装置は画像を担持するための像担持体１を有しており
、像担持体１の周辺には、像担持体１を帯電するための帯電手段としての帯電部材３、像
担持体１上の静電潜像を現像する現像装置２、像担持体１上のトナー像を転写するための
転写ローラ４、及び像担持体１上の残留トナー除去用のクリーニング部材５が、像担持体
１の回転方向に沿って順に配置されている。
【００２０】
　像担持体１は、帯電部材３で帯電された後に、図中のＥ点の位置でレーザ発光器などを
備えた露光装置６により露光されて、その表面上に静電潜像が形成される。現像装置２は
、この静電潜像をトナー像に現像する。転写ローラ４は、この像担持体１上のトナー像を
転写媒体Ｐに転写した後、定着装置９０で定着し、図中の矢印方向に排出する。クリーニ
ング部材５は、転写後の像担持体１上の残留トナーを、その機械的な力で除去する。画像
形成装置に用いられる像担持体１、帯電部材３、転写ローラ４、クリーニングブレード５
、露光装置６等は、周知の電子写真方式の技術を任意に使用してよい。例えば、帯電手段
として図中、帯電ローラが示されているが、像担持体１と非接触の帯電装置であってもよ
い。また例えば、クリーニング部材はなくてもよい。
【００２１】
　次に本発明の画像形成装置に用いられる現像装置について、図２を用いてさらに詳細に
説明する。本実施形態において現像装置２は、キャリアとトナーを含む２成分現像剤１２
を収容する現像剤槽１３、該現像剤槽１３から供給された現像剤を表面に担持搬送する現
像剤担持体としての現像ローラ９、現像ローラ９と一定の間隔を設けて配置された規制部
材１１を備える。
【００２２】
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　現像ローラ９は、内部にマグネットローラ８を内包し、その外側にφ１８の円筒状のス
リーブローラ７をマグネットローラ８とは独立に回転可能に備えている。マグネットロー
ラ８は、周面に５極（Ｎ１、Ｓ１、Ｎ２、Ｓ２、Ｎ３）の磁極を有し、固定されており、
スリーブローラ７は、アルミニウムなどの非磁性材料からなる。
【００２３】
　現像剤槽１３の現像剤１２は、攪拌部材１４、１５により攪拌され、規制部材１１の方
に搬送される。搬送された現像剤１２は、現像ローラ９の磁極Ｎ１に引きつけられ現像ロ
ーラ９の表面に吸着される。
【００２４】
　マグネットローラ８の５つの磁極のうち、主磁極Ｓ２は、像担持体１と対向する位置に
配されており、また、スリーブローラ７上の現像剤を剥離するための反発磁界を発生させ
る同極部Ｎ１，Ｎ３は、現像剤槽１３の現像剤槽１３側に対向する位置に配置されている
。
【００２５】
　磁極Ｎ１によりスリーブローラ７の表面に吸着した現像剤は、スリーブローラ７の表面
と所定のギャップを形成した規制部材１１により、現像剤の通過を規制して現像剤の量を
調整する。Ｎ１に対向するスリーブローラ７の表面の法線方向の磁束密度は、適宜決める
ことができるが、本実施形態では、５０ｍＴとした。
【００２６】
　また、像担持体１の周速及びスリーブローラ７の周速も適宜決めて良いが、本実施形態
では、像担持体の周速を１００ｍｍ／ｓとし、スリーブローラ７の周速を１５０ｍｍ／ｓ
とした。
【００２７】
　図３を用いて、規制部材１１について説明する。規制部材１１は、現像ローラ９に内包
されたマグネットローラ８の磁極Ｎ１に対向し、スリーブローラ７と所定の距離ｄを介し
て配置されている。規制部材１１は、非磁性部材１１３と、この非磁性部材１１３に対し
て、現像ローラ９上の現像剤搬送方向上流側及び下流側に配設された２つの磁性部材１１
１と１１２とを有し、現像ローラ９と最も近接する距離ｄに対応する部材が非磁性部材１
１３となっている。磁性部材１１１、１１２の材料としては、ＳＵＳ４３０を用い、上流
側の磁性部材１１２の板厚は０．３～１．０ｍｍとした。非磁性部材１１３としては、Ｓ
ＵＳ３０４を用い、板厚は１．０～３．０ｍｍとした。下流側の磁性部材の板厚は１．０
～３．０ｍｍとした。磁性部材の材料は、ＳＵＳ４３０に限定するものではなく、磁性を
有する材料であればよい。また、非磁性材料もＳＵＳ３０４に限定するものではなく、非
磁性体であれば用いることができる。磁性部材１１１、１１２及び非磁性部材１１３の板
厚は、上記範囲内であれば良い。
【００２８】
　このような規制部材１１を用いることにより、規制部における現像剤へのストレスを低
減し、かつ安定して現像剤量を規制することができる。これは、規制部における穂切り位
置が非磁性体であり、その上下流側に磁性体を配置することにより、穂切り位置における
磁気力が弱まり、現像剤に対するストレスが軽減されたためと考えられる。また、現像剤
に対する磁気力を弱めるためには、Ｎ１の磁束密度を下げればよいが、それでは、規制部
上流側に引きつけることのできる現像剤量が少なくなり、安定した現像剤を搬送すること
ができなくなる。本発明の規制部材１１によれば現像剤の搬送力を弱めることなく、規制
部でのストレスを低減することができる。
【００２９】
　また、非磁性部材１１３の現像ローラ９の表面に対向する先端部は、現像ローラ９の現
像剤搬送方向下流側に向かって現像ローラ９の表面に近づく面を有することが好ましい。
【００３０】
　このような形状にすることで穂切りする位置に向かって現像剤の充填密度が上がり、よ
り安定して現像剤の量を規制することができる。この時の非磁性部材１１３の先端部の角
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度θ１は、図４に示すように鈍角となる２つの面１１３ａ、１１３ｂからなっていること
が好ましい。また、先端部は、図３の様に凸状の曲面からなっていることが好ましい。
【００３１】
　更に、規制部材１１は、図５に示すように非磁性部材１１３の上流側に配設された磁性
部材１１２の現像ローラ９に対向する面が現像ローラ９の現像剤搬送方向下流に向かって
現像ローラ９の表面に接近する面１１２ａ（傾斜角θ２）を有することが好ましい。この
ような傾斜面を有することにより、規制部の上流側の現像剤の溜まりをより安定して形成
することができ、安定した現像剤の量を規制することができる。また、傾斜面の長さは、
短すぎると効果がなく、長すぎるとデッドスペースが多くなるので、２ｍｍ～１０ｍｍ程
度が好ましい。また、図５では、磁性部材を折り曲げて、上記面を形成しているが、例え
ば５ｍｍの磁性板の先端を斜めにカットして形成しても良い。
【００３２】
　図２に戻り、現像剤槽１３は、ケーシング１９より形成されており、内部に現像剤１２
を攪拌するための攪拌部材１４および１５を収納している。ケーシング１９の攪拌部材１
５に対向する位置には、トナー濃度検出用のＡＴＤＣ（Ａｕｔｏｍａｔｉｃ　Ｔｏｎｅｒ
　Ｄｅｎｓｉｔｙ　Ｃｏｎｔｒｏｌ）センサ１８が配設されている。
【００３３】
　現像装置２は通常、現像で消費される分のトナーを現像材槽１３内に補給するための補
給部１６を有している。補給部１６を通じて補給トナー１７がＡＴＤＣセンサからの出力
に応じて適宜補給される。
【００３４】
　トナーとキャリアの混合比は所望のトナー帯電量が得られるよう調整されれば良く、ト
ナー比はトナーとキャリアとの合計量に対して３～５０質量％、トナーとキャリアの粒径
差に起因する表面積の比にも依存するが、好ましくは５～２０質量％が適している。
【００３５】
　本現像装置に用いられる現像剤としては、キャリアとトナーを含む二成分現像剤が用い
られる。
【００３６】
　トナーとしては、特に限定されず、一般に使用されている公知のトナーを使用すること
ができ、バインダー樹脂中に着色剤や必要に応じて、荷電制御剤や離型剤等を含有させ、
外添剤を処理させたものを使用できる。トナー粒径としてはこれに限定されるものではな
いが、３～１５μｍ程度が好ましい。
【００３７】
　このようなトナーを製造するにあたっては、一般に使用されている公知の方法で製造す
ることができ、例えば、粉砕法、乳化重合法、懸濁重合法等を用いて製造することができ
る。
【００３８】
　トナーに使用するバインダー樹脂としては、これに限定されるものではないが、例えば
、スチレン系樹脂（スチレンまたはスチレン置換体を含む単重合体または共重合体）やポ
リエステル樹脂、エポキシ系樹脂、塩化ビニル樹脂、フェノール樹脂、ポリエチレン樹脂
、ポリプロピレン樹脂、ポリウレタン樹脂、シリコーン樹脂などが挙げられる。これらの
樹脂単体もしくは複合体により、軟化温度が８０～１６０℃の範囲のものを、またガラス
転移点が５０～７５℃の範囲のものを用いることが好ましい。
【００３９】
　また、着色剤としては、一般に使用されている公知のものを用いることができ、例えば
、カーボンブラック、アニリンブラック、活性炭、マグネタイト、ベンジンイエロー、パ
ーマネントイエロー、ナフトールイエロー、フタロシアニンブルー、ファーストスカイブ
ルー、ウルトラマリンブルー、ローズベンガル、レーキーレッド等を用いることができ、
一般に上記のバインダー樹脂１００質量部に対して２～２０質量部の割合で用いることが
好ましい。
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【００４０】
　また、上記の荷電制御剤としても、公知のものを用いることができ、正帯電性トナー用
の荷電制御剤としては、例えばニグロシン系染料、４級アンモニウム塩系化合物、トリフ
ェニルメタン系化合物、イミダゾール系化合物、ポリアミン樹脂などがある。負帯電性ト
ナー用荷電制御剤としては、Ｃｒ、Ｃｏ、Ａｌ、Ｆｅ等の金属含有アゾ系染料、サリチル
酸金属化合物、アルキルサリチル酸金属化合物、カーリックスアレーン化合物などがある
。荷電制御剤は一般に上記のバインダー樹脂１００質量部に対して０．１～１０質量部の
割合で用いることが好ましい。
【００４１】
　また、上記の離型剤としても、一般に使用されている公知のものを用いることができ、
例えば、ポリエチレン、ポリプロピレン、カルナバワックス、サゾールワックス等を単独
あるいは２種類以上組み合わせて使用することができ、一般に上記のバインダー樹脂１０
０質量部に対して０．１～１０質量部の割合で用いることが好ましい。
【００４２】
　また、上記の外添剤としても、一般に使用されている公知のものを用いることができ、
流動性改善剤として例えば、シリカ、酸化チタン、酸化アルミニウム等の無機微粒子や、
アクリル樹脂、スチレン樹脂、シリコーン樹脂、フッ素樹脂等の樹脂微粒子を使用するこ
とができ、特にシランカップリング剤やチタンカップリング剤やシリコンオイル等で疎水
化したものを用いるのが好ましい。そして、このような流動化剤を上記のトナー１００質
量部に対して０．１～５質量部の割合で添加させて用いるようにする。外添剤の個数平均
一次粒径は１０～１００ｎｍであることが好ましい。また、外添剤の帯電極性としてトナ
ーと同極性に帯電するもの、トナーと逆極性に帯電するものの両方を用いることができる
。
【００４３】
　キャリアとしては、特に限定されず、一般に使用されている公知のキャリアを使用する
ことができ、バインダー型キャリアやコート型キャリアなどが使用できる。キャリア粒径
としてはこれに限定されるものではないが、１５～１００μｍが好ましい。
【００４４】
　バインダー型キャリアは、磁性体微粒子をバインダー樹脂中に分散させたものであり、
キャリア表面に正または負帯電性の帯電性微粒子を固着させたり、表面コーティング層を
設けることもできる。バインダー型キャリアの極性等の帯電特性は、バインダー樹脂の材
質、帯電性微粒子、表面コーティング層の種類によって制御することができる。
【００４５】
　バインダー型キャリアに用いられるバインダー樹脂としては、ポリスチレン系樹脂に代
表されるビニル系樹脂、ポリエステル系樹脂、ナイロン系樹脂、ポリオレフィン系樹脂な
どの熱可塑性樹脂、フェノール樹脂等の硬化性樹脂が例示される。
【００４６】
　バインダー型キャリアの磁性体微粒子としては、マグネタイト、ガンマ酸化鉄等のスピ
ネルフェライト、鉄以外の金属（Ｍｎ、Ｎｉ、Ｍｇ、Ｃｕ等）を一種または二種以上含有
するスピネルフェライト、バリウムフェライト等のマグネトプランバイト型フェライト、
表面に酸化層を有する鉄や合金の粒子を用いることができる。その形状は粒状、球状、針
状のいずれであってもよい。特に高磁化を要する場合には、鉄系の強磁性微粒子を用いる
ことが好ましい。また、化学的な安定性を考慮すると、マグネタイト、ガンマ酸化鉄を含
むスピネルフェライトやバリウムフェライト等のマグネトプランバイト型フェライトの強
磁性微粒子を用いることが好ましい。強磁性微粒子の種類及び含有量を適宜選択すること
により、所望の磁化を有する磁性樹脂キャリアを得ることができる。磁性体微粒子は磁性
樹脂キャリア中に５０～９０質量％の量で添加することが適当である。
【００４７】
　バインダー型キャリアの表面コート材としては、シリコーン樹脂、アクリル樹脂、エポ
キシ樹脂、フッ素系樹脂等が用いられ、これらの樹脂を表面にコートし硬化させてコート
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層を形成することにより、帯電付与能力を向上させることができる。
【００４８】
　バインダー型キャリアの表面への帯電性微粒子あるいは導電性微粒子の固着は、例えば
、磁性樹脂キャリアと微粒子とを均一混合し、磁性樹脂キャリアの表面にこれら微粒子を
付着させた後、機械的・熱的な衝撃力を与え、微粒子を磁性樹脂キャリア中に打ち込むよ
うにして固定することにより行われる。この場合、微粒子は、磁性樹脂キャリア中に完全
に埋設されるのではなく、その一部を磁性樹脂キャリア表面から突き出すようにして固定
される。帯電性微粒子としては、有機、無機の絶縁性材料が用いられる。具体的には、有
機系としては、ポリスチレン、スチレン系共重合物、アクリル樹脂、各種アクリル共重合
物、ナイロン、ポリエチレン、ポリプロピレン、フッ素樹脂およびこれらの架橋物などの
有機絶縁性微粒子を用いることができ、帯電レベルおよび極性については、素材、重合触
媒、表面処理等により、希望するレベルの帯電および極性を得ることができる。また、無
機系としては、シリカ、二酸化チタン等の負帯電性の無機微粒子や、チタン酸ストロンチ
ウム、アルミナ等の正帯電性の無機微粒子などが用いられる。
【００４９】
　一方、コート型キャリアは磁性体からなるキャリアコア粒子に樹脂コートがなされてな
るキャリアであり、コート型キャリアにおいてもバインダー型キャリア同様、キャリア表
面に正または負帯電性の帯電性微粒子を固着させたりできる。コート型キャリアの極性等
の帯電特性は、表面コーティング層の種類や帯電性微粒子により制御することができ、バ
インダー型キャリアと同様の材料を用いることができる。特にコート樹脂はバインダー型
キャリアのバインダー樹脂と同様の樹脂が使用可能である。
【００５０】
　現像装置２における現像剤１２の流れについて説明する。現像剤槽１３の内部の現像剤
１２は、攪拌部材１４，１５により攪拌されるとともに、現像ローラ９側に搬送される。
現像ローラ９側に搬送された現像剤１２は、磁極Ｎ１により引きつけられ、規制部材１１
の上流側で現像剤溜まりを作る。スリーブローラ７の回転により、現像ローラ９上の現像
剤は、規制部材１１の最近接部のギャップｄを通過する際に所定量の現像剤量に規制され
る。この時、本発明に係る規制部材１１を用いることにより、低ストレスで現像剤を規制
できるとともに、安定して量規制することができる。
【００５１】
　このようにして一定の量に規制した現像ローラ９上の現像剤は、スリーブローラ７の回
転により像担持体１と対向する現像部に搬送され、現像極Ｓ２により穂が形成された状態
で、像担持体１上の静電潜像を現像し、トナー像を形成する。
【００５２】
　次に画像形成動作について順を追って説明する。
【００５３】
　像担持体１の表面は、帯電部材３により－９００～－５００Ｖ程度に帯電され、次に画
像部を露光装置６により露光し、画像部の電位を－１０～－１００Ｖとする。このように
して、像担持体１の表面に静電潜像が形成される。
【００５４】
　このようにして形成された静電潜像は、現像ローラ９と対向する位置（現像部）に移動
し、現像装置２により現像される。現像装置２の現像ローラ９には、現像のための現像バ
イアスが電源１００から印加されている。現像剤中のトナーは負に帯電しているので、現
像バイアスは、画像部の電位と背景部の電位の間に設定される。例えば直流電圧－４００
Ｖに設定する。また、現像性能を良くするために、交流バイアスを直流電圧に重畳しても
良い。
【００５５】
　このようにして本発明の現像装置２により現像した像担持体１上のトナー像を転写ロー
ラ４により転写紙Ｐ上に転写した。転写した転写紙Ｐ上のトナー像は、定着装置９０によ
り転写紙Ｐ上に定着した。
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【００５６】
　このようにした画像形成動作を長期に繰り返したが、現像剤劣化による画像カブリなど
の発生もなく、安定した高品位な画像を形成することができた。
【実施例】
【００５７】
　以下、本発明の適用される、電子写真法を用いた画像形成装置における現像装置の実施
例について説明する。
【００５８】
　図２に示した構成を有する現像装置２を用い、コニカミノルタ製ｂｉｚｈｕｂ　Ｃ３５
０を改造した画像形成装置を用いて耐刷テストを行った。現像剤としてはコニカミノルタ
ビジネステクノロジーズ社製ｂｉｚｈｕｂ　Ｃ３５０用キャリア（体積平均粒径約３３μ
ｍ）とトナー（体積平均粒径約６．５μｍ）を使用した。キャリアの表面には、コート剤
としてアクリル系樹脂を３質量％（約１μｍ）コートしている。現像剤中のトナー比率は
８質量％とした。ただし、トナー比率は現像剤全量に対するトナーの割合である。
【００５９】
　現像ローラ９には振幅１．４ｋＶ、ＤＣ成分－４００Ｖ、Ｄｕｔｙ比５０％、周波数２
ｋＨｚの矩形波の現像バイアスを印加した。像担持体１上に形成された静電潜像の背景部
電位は－５５０Ｖ、画像部電位は－６０Ｖであった。像担持体１と現像ローラ９との最近
接部のギャップは０．３５ｍｍとした。マグネットローラ８は、図６に示すように、スリ
ーブローラ７表面での磁束密度がＮ１が５０ｍＴ、Ｓ１が６０ｍＴ、Ｎ２が６０ｍＴ、Ｓ
２（現像極）が１１０ｍＴ、Ｎ３が６０ｍＴのものを用いた。スリーブローラ７は、外径
が１８ｍｍのアルミローラを用いた。また、規制部材１１の最近接部と現像ローラ９の中
心とを結ぶ線と、Ｎ１極の中心と現像ローラ９の中心とを結ぶ線との成す角度は、図のよ
うにＮ１がスリーブローラ７の回転方向上流側に１５度となるように配置した。
【００６０】
　現像装置２に用いた規制部材は、図７に示す実施例１～６と比較例１～５のものを用い
た。磁性部材１１１，１１２としては、ＳＵＳ４３０の材料を用い、非磁性部材１１３と
しては、ＳＵＳ３０４の材料を用いた。図中に最近接部のギャップと板厚を示した。画像
形成装置のシステム速度を１００ｍｍ／ｓｅｃとし、現像ローラ９のスリーブローラ７の
回転速度は、１５０ｍｍ／ｓｅｃとした。
（実施例１）
　実施例１の規制部材は、厚さ２ｍｍの非磁性部材と現像ローラ回転方向上流側に厚さ０
．３ｍｍの磁性部材、下流側に厚さ１ｍｍの磁性部材からなる。規制部材と現像ローラと
の最近接部は、非磁性部材の現像ローラ回転方向上流側のエッジとし、先端形状は平面で
、現像ローラ回転方向下流側に向かって現像ローラとのギャップが広がる設定にした。
【００６１】
　耐久テストは、画像面積率５％のＡ４チャートを３万枚（Ａ４横通紙）コピーし、現像
剤劣化の指標としてキャリアのコート層の摩耗を評価した。
（実施例２）
　実施例２としては、実施例１において、最近接部を非磁性部材の現像ローラ回転方向下
流側のエッジとし、先端部は、現像ローラ回転方向下流側に向かって、現像ローラとのギ
ャップが狭くなるように３０度の傾斜を持つ面とした。その他は、実施例１と同様にして
評価した。
（実施例３）
　実施例３としては、実施例２において、非磁性部材の先端部が、先端角度８０度となる
２つの面からなり、現像ローラとの最近接部がその先端エッジとした。その他は、実施例
２と同様にして評価した。
（実施例４）
　実施例４としては、実施例３において、非磁性部材の先端部が、先端角度１２０度とな
る２つの面から形成した。その他は、実施例３と同様にして評価した。
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（実施例５）
　実施例５としては、実施例４において、非磁性部材の先端部が、半径２ｍｍの円弧の凸
状の曲面とした。その他は、実施例４と同様にして評価した。
（実施例６）
　実施例６としては、実施例４において、現像ローラ回転方向上流側の磁性部材の先端部
の形状が、現像ローラ回転方向下流側に向かって現像ローラとのギャップが狭くなるよう
に傾斜角３０度で長さ５ｍｍの面を持つ形状とした。その他は、実施例４と同様にして評
価した。
（比較例１）
　比較例１としては、実施例１において、規制部材を磁性部材のみとした。その他は実施
例１と同様にして評価した。
（比較例２）
　比較例２としては、実施例１において、規制部材を非磁性部材のみとし、現像ローラと
のギャップを０．３５ｍｍとした。その他は実施例１と同様にして評価した。
（比較例３）
　比較例３としては、実施例１において、現像ローラ回転方向下流側の磁性部材を取り外
した構成とした。その他は実施例１と同様にして評価した。
（比較例４）
　比較例４としては、実施例２において、現像ローラ回転方向上流側の磁性部材を取り外
した構成とした。その他は実施例２と同様にして評価した。
（比較例５）
　比較例５としては、実施例２において、現像ローラ回転方向下流側の磁性部材を取り外
した構成とした。その他は実施例２と同様にして評価した。
【００６２】
　キャリアコート層の摩耗評価としては、耐久前後のキャリアを２００℃のオーブンにて
培焼し、培焼前後の質量差をコート層の摩耗量とし、キャリアに対する質量比で算出した
。また、耐刷後に文字画像、黒ベタ画像を含む画像をプリントし、カブリ評価と画像濃度
のバラツキを評価した。カブリ評価は、カブリが認められ許容できないレベルを×、認め
られるが許容できるレベルを△、カブリが認められないものを○とした。画像濃度のバラ
ツキ評価は、Ａ４用紙の４カ所のベタ画像部をＸーＲＩＴＥ社製反射濃度計（モデル３１
０）で測定し、測定値の最大値と最小値の差ΔＩＤで評価した。ΔＩＤが０～０．１以下
を◎、０．１を越え０．２以下を○、０．２を越え０．３以下を△、０．３を越えるもの
を×とした。
【００６３】
　評価結果を表１に示す。
【００６４】



(11) JP 2009-3076 A 2009.1.8

10

20

30

40

50

【表１】

【００６５】
　表１の結果から、規制部材が、非磁性部材と、非磁性部材に対して現像剤担持体上の現
像剤搬送方向上流側及び下流側に配設された２つの磁性部材とからなり、現像剤担持体と
最も近接する部分が非磁性部材であることにより、キャリア表面のコート層の摩耗量が少
なくなっていることが分かる。これは、規制部のストレスが少なくなっていることを示し
ている。また、画像カブリ評価からもトナーの帯電量が安定していることが分かる。更に
、非磁性部材の先端部が現像剤担持体の現像剤搬送方向下流に向かって像剤担持体の表面
から離れる形状の面からなる実施例１に比べて、近づく面を有する実施例２～６のコート
剤の残存量が多く、より劣化が少なくなっていることが分かる。
【００６６】
　また、画像濃度差の評価結果からは、実施例３よりも実施例４の画像濃度差が少ない。
これは、非磁性部材の規制部での現像剤の充填状態が、規制位置の上流側と下流側徐々に
変化するために安定して現像剤量を規制できるためと考えられ、非磁性部材の先端角度が
鈍角となる２つの面で構成されていることが好ましいと言える。
【００６７】
　また、実施例４と実施例６を比較すると、実施例６の方が画像濃度差が少ない。これは
実施例６では、現像ローラ回転方向上流側の磁性部材の先端部の形状が、現像ローラ回転
方向下流側に向かって現像ローラの表面に近づく面を有するため、安定した現像剤量を規
制部材の現像ローラ回転方向上流側に供給できるためと考えられる。
【００６８】
　以上のように、本発明により、現像剤の劣化を抑制し、画像カブリがなく、長期にわた
り良好な画像形成を行える現像装置および画像形成装置を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００６９】
【図１】本発明に係る一実施形態による画像形成装置の主要部を示す概略図である。
【図２】本発明に係る現像装置の主要部を示す概略図である。
【図３】本発明に係る規制部材を示す概略図である。
【図４】本発明に係る規制部材を示す概略図である。
【図５】本発明に係る規制部材を示す概略図である。
【図６】マグネットローラの磁束密度分布と規制部材の配置を示す概略図である。
【図７】実施例及び比較例に用いた規制部材を示す概略図である。
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【符号の説明】
【００７０】
　１　像担持体（感光体ドラム）
　２　現像装置
　３　帯電装置
　４　転写ローラ
　５　クリーニングブレード
　６　露光装置
　７　スリーブローラ
　８　マグネットローラ
　９　現像現像ローラ
　１１　規制部材
　１２　現像剤
　１３　現像剤槽
　１４、１５　攪拌部材
　１６　トナー補給部
　１７　補給トナー
　１８　ＡＴＤＣセンサ
　１９　ケーシング
　９０　定着装置
　１００　電源
　Ｐ　転写体
　Ｅ　露光位置

【図１】

【図２】

【図３】
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【図６】 【図７】
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